
○岡山市立公民館規則 

昭和４０年６月１０日 

市教育委員会規則第７号 

改正 最新 

平成３１年１月２５日市教育委員会規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市立公民館条例（昭和２７年市条例第５８号。以下「条例」という。）第

１０条の規定に基づき，岡山市立公民館（以下「公民館」という。）の運営及び事務処理につい

て，必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 生涯学習課に公民館の支援及び総合調整等を行う組織を置く。 

（職員） 

第３条 公民館に館長を置く。 

２ 公民館に主査，副主査，主任，主事，社会教育主事，技師その他の職員を置くことができ

る。 

３ 公民館分館に次の職員を置くことができる。 

（１） 分館長 

（２） その他の職員 

（職務） 

第４条 生涯学習課長は，公民館及び公民館分館を統轄し，所属職員を指揮監督する。 

２ 公民館の館長は，公民館の館務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

３ 分館長は，公民館分館の館務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

４ 主査，副主査，主任，主事，社会教育主事，技師その他の職員は，上司の命を受けて館務に

従事する。 

（事務分掌） 

第５条 公民館及び公民館分館の分掌事務は，次のとおりとする。 

（１） 公民館 

ア 公民館の管理・運営事務に関すること。 



イ 施設，設備，備品等の維持管理に関すること。 

ウ 公民館事業の企画及び実施に関すること。 

エ 公民館事業等の広報及び情報発信に関すること。 

オ 住民等への学習機会及び学習情報の提供に関すること。 

カ 家庭，学校，地域，社会教育関係団体等との連携に関すること。 

キ 公民館における学びを通じた地域づくりの支援に関すること。 

ク 公民館運営委員会等に関すること。 

（２） 公民館分館 

ア 公民館分館の管理・運営事務に関すること。 

イ 施設，設備，備品等の維持管理に関すること。 

（開館時間） 

第６条 公民館の開館時間は，午前９時３０分から午後９時までとする。ただし，日曜日につい

ては，午前９時３０分から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，館長が必要と認めるときは，開館時間を変更することができ

る。 

（休館日） 

第７条 公民館の休館日は，次のとおりとする。 

（１） 水曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する「国民の祝日」。ただし，

「国民の祝日」が水曜日に当たるときは，その翌日 

（３） １月２日から１月４日まで及び１２月２８日から１２月３１日まで 

（４） 館長が必要と認めるとき。 

２ 館長が必要と認めるときは，休館日であつても開館することができる。 

（駐車場の使用時間及び休日） 

第８条 条例別表第２に掲げる駐車場を使用できる時間及び休日は，次のとおりとする。ただ

し，教育委員会が必要と認めたときは，これを変更することができる。 

 

 



施設名 使用時間 休日 

岡輝公民館駐車場 午前８時３０分から午後９時３０分

まで 

ただし，日曜日については，午前８

時３０分から午後５時３０分まで 

(１) １２月２８日から１月４日まで 

(２) 水曜日 

(３) 国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定す

る「国民の祝日」。ただし，「国民の

祝日」が水曜日に当たるときは，

その翌日 

（勤務時間等） 

第９条 職員の勤務時間及び休憩時間は，別に定める。 

２ 前項に定めるもののほか，職員の服務に関しては，事務局職員の例による。 

（公民館の使用の許可） 

第１０条 公民館を使用しようとする者は，岡山市立公民館使用許可申請書（様式第１号）を教

育委員会へ提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は，使用しようとする日の１月前の応当日の属する月の初日（その

日が休館日に当たるときは，その日後において最初に開館する日）から行うことができる。

ただし，教育委員会が特に必要があると認めるときは，この限りでない。 

３ 教育委員会は，第１項の許可をしたときは，岡山市立公民館使用許可書（様式第２号）を申

請者に交付するものとする。 

（岡山市立西大寺公民館大ホールの使用許可） 

第１１条 岡山市立西大寺公民館大ホール（以下「西大寺公民館大ホール」という。）を使用しよ

うとする者は，前条の規定にかかわらず，岡山市立西大寺公民館大ホール使用許可申請書

（様式第３号）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は，使用しようとする日の１２月前の応当日の属する月の初日（その

日が休館日に当たるときは，その日後において最初に開館する日）から行うことができる。

ただし，教育委員会が特に必要があると認めるときは，この限りでない。 

３ 教育委員会は，第１項の許可をしたときは，岡山市立西大寺公民館大ホール使用許可書

（様式第４号）を申請者に交付するものとする。 



（西大寺公民館大ホールの使用期間） 

第１２条 西大寺公民館大ホールの使用期間は，連続５日（休館日を除く。）までとする。ただし，

教育委員会が特に必要があると認めるときは，この限りでない。 

（西大寺公民館大ホールの使用期日の変更） 

第１３条 第１１条の規定により西大寺公民館大ホールの使用許可を受けた者が，使用期日の

変更を求めた場合で，当該変更を必要とする相当の理由があると教育委員会が認めたとき

は，１回に限りこれを変更することができる。 

２ 前項の規定により西大寺公民館大ホールの使用期日の変更を求めようとする者は，岡山

市立西大寺公民館大ホール使用期日変更許可申請書（様式第５号）を教育委員会に提出し

なければならない。 

３ 第１項の規定により使用期日を変更した場合は，既納の使用料は，新たに許可された使用

期日の使用料に充当するものとし，使用料に不足が生じたときは，使用期日変更の許可の

際に追徴し，過納の使用料については還付しない。 

（使用料の免除） 

第１４条 条例第６条の規定により使用料の免除を受けようとする者は，岡山市立公民館使用

料免除申請書（様式第６号）を岡山市立公民館使用許可申請書を提出する際に，市長に提出

しなければならない。 

（西大寺公民館大ホールの使用料の減免） 

第１５条 条例第６条の規定により西大寺公民館大ホールの使用料の減免を受けようとする者

は，岡山市立西大寺公民館大ホール使用料減免申請書（様式第７号）を岡山市立西大寺公民

館大ホール使用許可申請書を提出する際に，市長に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第１６条 既納の使用料は還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限

りでない。 

（１） 公民館において必要を生じたことにより，使用することができないとき。 

（２） 災害又は使用者の責めに帰さない事由により，使用することができないとき。 

（使用者の遵守事項） 

第１７条 使用者は，次に掲げる事項を守らなければならない。 



（１） 使用施設の定員を超えて入場させないこと。 

（２） 許可された以外の施設等を使用しないこと。 

（３） 許可を受けないで物品を販売しないこと。 

（４） 指定場所以外で飲食し，喫煙し，又は火気を使用しないこと。 

（５） 許可を受けないではり紙，くぎ打ち等をしないこと。 

（６） 使用前に職員との打ち合わせを十分行うとともに，使用の際には職員の指示に従うこ

と。 

（７） その他教育委員会が特に必要があると認めた指示に従うこと。 

（事務決裁） 

第１８条 事務決裁については，次項に定めるものを除き，岡山市教育委員会事務処理権限規

則（平成２３年市教育委員会規則第１１号）に定めるところによるほか，岡山市教育委員会事

務局事務決裁規程（平成７年市教育委員会訓令甲第１号）の規定を準用する。 

２ 公民館の使用許可については，館長の専決事項とする。 

（報告） 

第１９条 館長及び分館長は，公民館及び公民館分館のその月の使用状況を翌月１０日までに

教育委員会に報告しなければならない。 

（委任） 

第２０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，教育委員会が別に定める。 

附 則(一部略) 

７ 岡山市立灘崎公民館の休館日は，第７条第１項の規定にかかわらず，平成３３年３月３１日

までの間，次のとおりとする。 

（１） 水曜日及び第３土曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律に規定する「国民の祝日」。ただし，「国民の祝日」が水曜日に

当たるときは，その翌日 

（３） １月２日から１月４日まで及び１２月２８日から１２月３１日まで 

（４） 館長が必要と認めるとき。 



 



 



 



 



 



 



 


